
宇和島市南予の木で家づくり支援事業補助金交付要綱 

  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、宇和島市をはじめ南予圏域で伐採された木材（以下「南予産木

材」という。）の利用の促進を図り、関連する木材産業及び建築産業等の振興、宇

和島市の林業の活性化及び森林の健全化を目指すため、製材工場で加工された南予

産木材（以下「南予産材」という。）を使用して新たに住宅を建築しようとする者

に対し、予算の範囲内で宇和島市南予の木で家づくり支援事業補助金（以下「補助

金」という。）を交付することについて、宇和島市補助金等交付規則（平成１７年

規則第４７号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象住宅） 

第２条 補助金の交付の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、次の

各号のいずれにも該当する住宅とする。 

 （１） 南予産材を５立方メートル以上かつ木材総使用量の５０パーセント以上使

用して建築し、住宅部分の床面積が６６平方メートル以上の木造住宅 

 （２）宇和島市内に事務所を有する施工業者により建築される木造住宅 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、自ら居住す

るために宇和島市内に補助対象住宅を新たに建築する者とする。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、使用された南予産材の体積に１立方メートル当たり１２，０

００円（以下「補助単価」という。）を乗じて得た金額とし、５００，０００円を

上限とする。この場合において、算出した額に１，０００円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てるものとする。 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、宇和島市南予の木で

家づくり支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に必要書類を添えて、市長に提

出しなければならない。 

 （補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、宇和島市南予の木で家づくり

支援事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、補助対象者に通知するもの

とする。 

 （補助事業の変更承認申請） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者（以下「補助事業者」

という。）は、補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）につい



 

 

て、補助金額の変更を伴う補助事業の内容の変更をしようとするとき場合は、あらか

じめ宇和島市南予の木で家づくり支援事業変更承認申請書（様式第３号）を市長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

 （補助事業の中止及び廃止） 

第８条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじ

め宇和島市南予の木で家づくり支援事業中止（廃止）承認申請書（様式第４号）を

市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 （完了届） 

第９条 補助事業者は、建築完了後、速やかに宇和島市南予の木で家づくり支援事業

完了届（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （１） 施工業者の南予産材を使用した建築である旨の南予産材木造住宅建築証明

書（様式第６号） 

 （２） 製材業者の南予産材を納品した旨の南予産材納品証明書（様式第７号） 

 （３） 原木市場の南予産木材を購入した旨の南予産木材購入証明書（様式第８号）

又は所轄森林組合の南予産木材を山買いした旨の南予産木材山買い証明書（様式

第９号） 

 （４） 建築契約書の写し 

 （５） 住民票の写し 

 （６） その他市長が必要と認めた書類 

（事業の検査） 

第１０条 市長は、補助事業者から事業完了届の提出を受けたときは、速やかに検査

を行うものとする。 

２ 検査員は、南予産材使用率計算書、建築証明書、納品証明書、購入証明書等によ

り事業の適否を判定するものとし、適当と認めたときは、宇和島市南予の木で家づ

くり支援事業検査調書（様式第１０号）に宇和島市南予の木で家づくり支援事業検

査復命書（様式第１１号）を添付して、市長に報告するものとする。 

 （補助金額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による事業の検査の結果、適当と認めたときは、補助

金額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。 

２ 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に是正措

置を命ずることができる。 

 （補助金の請求） 

第１２条 前条の規定により、補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、宇和島

市南予の木で家づくり支援事業補助金請求書（様式第１２号）を、市長に提出しな

ければならない。 



 

 

 （補助金の交付） 

第１３条 市長は、前条の請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。 

 （目的外使用の禁止） 

第１４条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。 

 （指導監督） 

第１５条 市長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて調査し、指示を行い、又

は報告を求めることができる。 

 （交付決定の取消し等） 

第１６条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補

助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。この

場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命

ずるものとする。 

 （１） この要綱及び規則の規定に違反したとき。 

 （２） 虚偽の申請その他不正の行為により、補助金の交付決定を受けたとき。 

 （３） 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 （４） その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

 （関係書類の保管） 

第１７条 補助事業者は、補助事業に係る証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌

年度から起算して５年間保管しなければならない。 

 （その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、令和６年３月２６日から施行する。 


